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感染症発生動向調査事業実施要綱新旧対照表 

 

改正後 現行 

感染症発生動向調査事業実施要綱 

 

感染症発生動向調査事業実施要綱 

 

第１ 趣旨及び目的 

 （略） 

 

第１ 趣旨及び目的 

 （略） 

 

第２ 対象感染症 

１～２ （略） 

（削除） 

 

第２ 対象感染症 

１～２ （略） 

３ オンラインシステムによる積極的疫学調査結果の報告の対象 

二類感染症 

 (13)鳥インフルエンザ（H５N１）  

 

第３ 実施主体 

 （略） 

 

第３ 実施主体 

 （略） 

 

第４ 実施体制の整備 

 （略） 

 

第４ 実施体制の整備 

 （略） 

 

第５ 事業の実施 

１ （略） 

 

第５ 事業の実施 

１ （略） 

 

（１）調査単位及び実施方法 

ア 診断した医師 

 一類感染症、二類感染症、三類感染症、四類感染症、五類感染症（第

２の(75)、(85)及び(86)）、新型インフルエンザ等感染症及び指定感

染症を届出基準等通知に基づき診断した場合は、別に定める基準に基

づき直ちに最寄りの保健所に届出を行う。当該届出は、感染症サーベ

イランスシステムへの入力により行うことを基本とするが、感染症サ

ーベイランスシステムの入力環境がない場合には、最寄りの保健所が

定める方法により行って差し支えない。 

 

（１）調査単位及び実施方法 

ア 診断した医師 

 一類感染症、二類感染症、三類感染症、四類感染症、五類感染症（第

２の(75)、(85)及び(86)）、新型インフルエンザ等感染症及び指定感

染症を届出基準等通知に基づき診断した場合は、別に定める基準に基

づき直ちに最寄りの保健所に届出を行う。 

 

イ 検体等を所持している医療機関等 

 （略） 

 

イ 検体等を所持している医療機関等 

 （略） 
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ウ 保健所 

① 届出を受けた保健所は、直ちに届出内容の確認を行うとともに、

当該届出が感染症サーベイランスシステムの入力環境がない医師か

らの届出である場合には、直ちに感染症サーベイランスシステムに

届出内容を入力するものとする。また、保健所は、病原体検査が必

要と判断した場合には、検体等を所持している医療機関等に対して、

病原体検査のための検体等の提供について、別記様式の検査票を添

付して依頼等するものとする。なお、病原体検査の必要性の判断及

び実施等について、必要に応じて地方衛生研究所と協議する。 

②～③ （略） 

 

ウ 保健所 

① 届出を受けた保健所は、直ちに感染症発生動向調査システムに届

出内容を入力するものとする。また、保健所は、病原体検査が必要

と判断した場合には、検体等を所持している医療機関等に対して、

病原体検査のための検体等の提供について、別記様式の検査票を添

付して依頼等するものとする。なお、病原体検査の必要性の判断及

び実施等について、必要に応じて地方衛生研究所と協議する。 

 

 

②～③ （略） 

 

エ 地方衛生研究所等 

① 地方衛生研究所等は、別記様式の検査票及び検体等が送付された

場合にあっては、別に定める病原体検査要領に基づき当該検体等を

検査し、その結果を保健所を経由して診断した医師に通知するとと

もに、保健所、都道府県等の本庁、地方感染症情報センター又は中

央感染症情報センター等と情報共有する。また、病原体情報につい

て、速やかに中央感染症情報センターに報告する。（検査事務を委

託している都道府県等においては、委託元の都道府県等の責任にお

いて報告を実施すること。） 

②～③ （略） 

 

エ 地方衛生研究所等 

① 地方衛生研究所等は、別記様式の検査票及び検体等が送付された

場合にあっては、別に定める病原体検査要領に基づき当該検体等を

検査し、その結果を保健所を経由して診断した医師に通知するとと

もに、別記様式により保健所、都道府県等の本庁及び地方感染症情

報センターに送付する。また、病原体情報について、速やかに中央

感染症情報センターに報告する。（検査事務を委託している都道府

県等においては、委託元の都道府県等の責任において報告を実施す

ること。） 

②～③ （略） 

 

オ 国立感染症研究所 

（略） 

 

オ 国立感染症研究所 

（略） 

 

カ 地方感染症情報センター及び基幹地方感染症情報センター 

① 地方感染症情報センターは、当該都道府県等域内の患者情報につ

いて、保健所等から情報の入力があり次第、登録情報の確認を行う。 

（略） 

 

カ 地方感染症情報センター及び基幹地方感染症情報センター 

① 地方感染症情報センターは、当該都道府県等域内の患者情報につ

いて、保健所から情報の入力があり次第、登録情報の確認を行う。 

（略） 

 

キ 中央感染症情報センター 

（略） 

 

キ 中央感染症情報センター 

（略） 

 

ク 都道府県等の本庁 

     （略） 

ク 都道府県等の本庁 

 （略） 
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ケ 情報の報告等 

① 都道府県知事、保健所を設置する市又は特別区の長（以下「都道

府県知事等」という。）は、その管轄する区域外に居住する者につ

いて法第１２条第１項の規定による届出を受けたときは、当該届出

の内容を、その居住地を管轄する都道府県知事等に通報する。 

② 保健所を設置する市又は特別区の長（以下「保健所設置市等の長」

という。）は、厚生労働大臣に対して、 

・ 法第１２条の規定による発生届出の一連の事務の中で、同条第

２項の報告を行う場合 

・ 法第１５条の規定による積極的疫学調査の一連の事務の中で、

同条第１３項の報告を行う場合 

は、併せて都道府県知事に報告する。 

③ 都道府県知事等は、他の都道府県知事等が管轄する区域内におけ

る感染症のまん延を防止するために必要な場合は、法第１５条の規

定による積極的疫学調査の結果を、当該他の都道府県知事等に通報

する。 

④ ①～③の報告等について、感染症サーベイランスシステムにより

相互に情報を閲覧できる措置を講じた場合は、当該報告をしたもの

とみなす。 

 

ケ 情報の報告等 

① 都道府県知事、保健所設置を設置する市又は特別区の長（以下「都

道府県知事等」という。）は、その管轄する区域外に居住する者につ

いて法第１２条第１項の規定による届出を受けたときは、当該届出

の内容を、その居住地を管轄する都道府県知事等に通報する。 

② 保健所を設置する市又は特別区の長（以下「保健所設置市等の長」

という。）は、厚生労働大臣に対して、 

・ 法第１２条の規定による発生届出の一連の事務の中で、同条第

２項の報告を行う場合 

・ 法第１５条の規定による積極的疫学調査の一連の事務の中で、

同条第１３項の報告を行う場合 

は、併せて都道府県知事に報告する。 

③ 都道府県知事等は、他の都道府県知事等が管轄する区域内におけ

る感染症のまん延を防止するために必要な場合は、法第１５条の規

定による積極的疫学調査の結果を、当該他の都道府県知事等に通報

する。 

④ ②の法第１２条の規定による報告について、感染症発生動向調査

システムにより相互に情報を閲覧できる措置を講じた場合は、当該

報告をしたものとみなす。 

 

２ （114）新型コロナウイルス感染症又は（115）再興型コロナウイルス感染症 

 

（１）調査単位及び実施方法 

ア～イ （略） 

ウ 保健所 

① 届出を受けた保健所は、直ちに届出内容の確認を行うとともに、

当該届出がHER-SYSの入力環境がない医師からの届出である場合に

は、HER-SYSに届出内容を入力するものとする。また、保健所は、

病原体検査が必要と判断した場合には、検体等を所持している医療

機関等に対して、病原体検査のための検体等の提供について、別記

様式の検査票を添付して依頼するものとする。なお、病原体検査の

必要性の判断及び実施等について、必要に応じて地方衛生研究所と

２ （114）新型コロナウイルス感染症又は（115）再興型コロナウイルス感染症 

 

（１）調査単位及び実施方法 

ア～イ （略） 

ウ 保健所 

① 届出を受けた保健所は、直ちに届出内容の確認を行うとともに、

診断した医師の医療機関にHER-SYSの入力環境がない場合には、当

該届出内容をHER-SYSに入力するものとする。また、保健所は、病

原体検査が必要と判断した場合には、検体等を所持している医療機

関等に対して、病原体検査のための検体等の提供について、別記様

式の検査票を添付して依頼するものとする。なお、病原体検査の必

要性の判断及び実施等について、必要に応じて地方衛生研究所と協
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協議する。 

②～③ （略） 

エ～コ （略） 

 

議する。 

②～③ （略） 

エ～コ （略） 

 

３ 全数把握対象の五類感染症（第２の(75)、(85)及び(86)を除く。） 

（１）調査単位及び実施方法 

ア 診断した医師 

全数把握対象の五類感染症（第２の(75)、(85)及び(86)を除く。）

の患者を診断した医師は、別に定める基準に基づき診断後７日以内に

最寄りの保健所に届出を行う。当該届出は、感染症サーベイランスシ

ステムへの入力により行うことを基本とするが、感染症サーベイラン

スシステムの入力環境がない場合には、最寄りの保健所が定める方法

により行って差し支えない。 

 

３ 全数把握対象の五類感染症（第２の(75)、(85)及び(86)を除く。） 

（１）調査単位及び実施方法 

ア 診断した医師 

全数把握対象の五類感染症（第２の(75)、(85)及び(86)を除く。）

の患者を診断した医師は、別に定める基準に基づき診断後７日以内に

最寄りの保健所に届出を行う。 

 

 

イ 検体等を所持している医療機関等 

 （略） 

 

イ 検体等を所持している医療機関等 

 （略） 

 

ウ 保健所 

① 届出を受けた保健所は、直ちに届出内容の確認を行うとともに、

当該届出が感染症サーベイランスシステムの入力環境がない医師

からの届出である場合には、直ちに感染症サーベイランスシステム

に届出内容を入力するものとする。また、保健所は、病原体検査が

必要と判断した場合には、検体等を所持している医療機関等に対し

て、病原体検査のための検体等の提供について、別記様式の検査票

を添付して依頼するものとする。なお、病原体検査の必要性の判断

及び実施等について、必要に応じて地方衛生研究所と協議する。 

②～③ （略） 

 

ウ 保健所 

① 届出を受けた保健所は、直ちに感染症発生動向調査システムに届

出内容を入力するものとする。また、保健所は、病原体検査が必要

と判断した場合には、検体等を所持している医療機関等に対して、

病原体検査のための検体等の提供について、別記様式の検査票を添

付して依頼するものとする。なお、病原体検査の必要性の判断及び

実施等について、必要に応じて地方衛生研究所と協議する。 

 

 

②～③ （略） 

 

エ 地方衛生研究所等 

① 地方衛生研究所等は、別記様式の検査票及び検体等が送付された

場合にあっては、別に定める病原体検査要領に基づき当該検体等を

検査し、その結果を保健所を経由して診断した医師に通知するとと

もに、保健所、都道府県等の本庁、地方感染症情報センター又は中

央感染症情報センター等と情報共有する。また、病原体情報につい

て、速やかに中央感染症情報センターに報告する。（検査事務を委

エ 地方衛生研究所等 

① 地方衛生研究所等は、別記様式の検査票及び検体等が送付された

場合にあっては、別に定める病原体検査要領に基づき当該検体等を

検査し、その結果を保健所を経由して診断した医師に通知するとと

もに、別記様式により保健所、都道府県等の本庁及び地方感染症情

報センターに送付する。また、病原体情報について、速やかに中央

感染症情報センターに報告する。（検査事務を委託している都道府
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託している都道府県等においては、委託元の都道府県等の責任にお

いて報告を実施すること。） 

②～③ （略） 

 

県等においては、委託元の都道府県等の責任において報告を実施す

ること。） 

②～③ （略） 

 

オ 国立感染症研究所 

（略） 

 

オ 国立感染症研究所 

（略） 

 

カ 地方感染症情報センター及び基幹地方感染症情報センター 

① 地方感染症情報センターは、当該都道府県等域内の患者情報につ

いて、保健所等から情報の入力があり次第、登録情報の確認を行う。 

（略） 

  

カ 地方感染症情報センター及び基幹地方感染症情報センター 

① 地方感染症情報センターは、当該都道府県等域内の患者情報につ

いて、保健所から情報の入力があり次第、登録情報の確認を行う。 

（略） 

  

キ 中央感染症情報センター 

（略） 

 

キ 中央感染症情報センター 

（略） 

 

ク 都道府県等の本庁 

     （略） 

 

ク 都道府県等の本庁 

（略） 

４ 定点把握対象の五類感染症 

（１）～（２）（略） 

（３）調査単位等 

ア （略） 

イ 病原体情報のうち、（２）のイの③により選定された病原体定点に関

するものについては、第２の(98)に掲げるインフルエンザの流行期

（（２）のアの②により選定された患者定点当たりの患者発生数が都道

府県単位で１を超えた時点から１を下回るまでの間）には１週間（月曜

日から日曜日）を調査単位とし、非流行期（流行期以外の期間）には各

月を調査単位とする。その他の病原体定点に関するものについては、各

月を調査単位とする。 

（４）実施方法 

ア 患者定点 

① 患者定点として選定された医療機関は、速やかな情報提供を図る

趣旨から、調査単位の期間の診療時における別に定める報告基準に

より、患者発生状況の把握を行うものとする。 

② （２）のアにより選定された定点把握の対象の指定届出機関にお

４ 定点把握対象の五類感染症 

（１）～（２）（略） 

（３）調査単位等 

ア （略） 

イ 病原体情報のうち、（２）のイの③により選定された病原体定点に関

するものについては、第２の(97)に掲げるインフルエンザの流行期

（（２）のアの②により選定された患者定点当たりの患者発生数が都道

府県単位で１を超えた時点から１を下回るまでの間）には１週間（月曜

日から日曜日）を調査単位とし、非流行期（流行期以外の期間）には各

月を調査単位とする。その他の病原体定点に関するものについては、各

月を調査単位とする。 

（４）実施方法 

ア 患者定点 

① 患者定点として選定された医療機関は、速やかな情報提供を図る

趣旨から、調査単位の期間の診療時における別に定める報告基準に

より、患者発生状況の把握を行うものとする。 

② （２）のアにより選定された定点把握の対象の指定届出機関にお



6/9  

改正後 現行 

いては、別に定める基準に従い、それぞれ調査単位の患者発生状況

等を行う。当該届出は、感染症サーベイランスシステムへの入力に

より行うことを基本とするが、感染症サーベイランスシステムの入

力環境がない場合には、最寄りの保健所が定める方法により行って

差し支えない。 

③ ②の届出に当たっては法施行規則第７条に従い行うものとする。 

 

いては、別に定める基準に従い、それぞれ調査単位の患者発生状況

等を記載する。 

 

 

 

③ ②の届出に当たっては法施行規則第７条に従い行うものとする。 

 

イ 病原体定点 

（略） 

 

イ 病原体定点 

（略） 

 

ウ 検体等を所持している医療機関等 

（略） 

 

ウ 検体等を所持している医療機関等 

（略） 

 

エ 保健所 

① 届出を受けた保健所は、直ちに届出内容の確認を行うとともに、

感染症サーベイランスシステムの入力環境がない医療機関からの届

出である場合には、患者定点から得られた患者情報が週単位の場合

は調査対象の週の翌週の火曜日までに、月単位の場合は調査対象月

の翌月の３日までに、感染症サーベイランスシステムに入力するも

のとし、併せて、対象感染症についての集団発生その他特記すべき

情報についても都道府県等の本庁及び地方感染症情報センターへ報

告する。また、保健所は、病原体検査が必要と判断した場合は、検

体等を所持している医療機関等に対して、病原体検査のための検体

等の提供について、別記様式の検査票を添付して依頼するものとす

る。なお、病原体検査の必要性の判断及び実施等について、必要に

応じて地方衛生研究所と協議する。 

②～③ （略） 

 

エ 保健所 

① 保健所は、患者定点から得られた患者情報が週単位の場合は調査

対象の週の翌週の火曜日までに、月単位の場合は調査対象月の翌月

の３日までに、感染症発生動向調査システムに入力するものとし、

併せて、対象感染症についての集団発生その他特記すべき情報につ

いても都道府県等の本庁及び地方感染症情報センターへ報告する。

また、保健所は、病原体検査が必要と判断した場合は、検体等を所

持している医療機関等に対して、病原体検査のための検体等の提供

について、別記様式の検査票を添付して依頼するものとする。なお、

病原体検査の必要性の判断及び実施等について、必要に応じて地方

衛生研究所と協議する。 

 

 

②～③ （略） 

 

オ 地方衛生研究所等 

（略） 

 

オ 地方衛生研究所等 

（略） 

 

カ 国立感染症研究所 

（略） 

 

カ 国立感染症研究所 

（略） 

 

キ 地方感染症情報センター及び基幹地方感染症情報センター キ 地方感染症情報センター及び基幹地方感染症情報センター 
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① 地方感染症情報センターは、当該都道府県等域内の患者情報につ

いて、保健所等からの情報の入力があり次第、登録情報の確認を行

う。 

②～③ （略） 

 

① 地方感染症情報センターは、当該都道府県等域内の患者情報につ

いて、保健所からの情報の入力があり次第、登録情報の確認を行う。 

 

②～③ （略） 

 

ク 中央感染症情報センター 

（略） 

 

ク 中央感染症情報センター 

（略） 

 

ケ 都道府県等の本庁 

     （略） 

 

ケ 都道府県等の本庁 

（略） 

 

５ 法第１４条第１項に規定する厚生労働省令で定める疑似症 

（１） （略） 

（２）定点の選定 

疑似症の発生状況を把握するため、都道府県は、関係医師会等の協力を得

て、医療機関の中から疑似症定点を選定する。 

定点の選定に当たっては、人口及び医療機関の分布等を勘案しつつ、でき

るだけ当該都道府県全体の疑似症の発生状況を把握できるよう考慮するこ

と。具体的な疑似症定点の届出医療機関は、以下の医療機関のうちから、

アからウの順に優先順位をつけ、別に定める基準を踏まえて選定すること。 

ア 診療報酬に基づく特定集中治療室管理料（１～４）、小児特定集中治療

室管理料又はハイケアユニット入院医療管理料（１～２）の届出をして

いる医療機関 

イ～ウ （略） 

（略） 

（３）実施方法 

ア 疑似症定点 

① 疑似症定点として選定された医療機関は、速やかな情報提供を図る

趣旨から、診療時における別に定める届出基準により、直ちに疑似症

発生状況の把握を行うものとする。 

② （２）により選定された定点把握の対象の指定届出機関においては、

別に定める基準に従い、直ちに疑似症発生状況等を記載する。なお、当

該疑似症の届出については、原則として感染症サーベイランスシステ

ムへの入力により実施することとする。 

③ ②の届出に当たっては法施行規則第７条に従い行うものとする。 

５ 法第１４条第１項に規定する厚生労働省令で定める疑似症 

（１） （略） 

（２）定点の選定 

疑似症の発生状況を把握するため、都道府県は、関係医師会等の協力を得

て、医療機関の中から疑似症定点を選定する。 

定点の選定に当たっては、人口及び医療機関の分布等を勘案しつつ、でき

るだけ当該都道府県全体の疑似症の発生状況を把握できるよう考慮するこ

と。具体的な疑似症定点の届出医療機関は、以下の医療機関のうちから、

アからウの順に優先順位をつけ、別に定める基準を踏まえて選定すること。 

ア 診療報酬に基づく特定集中治療室管理料（１～４）、小児特定集中治療

室管理料及びハイケアユニット入院医療管理料（１～２）の届出をして

いる医療機関 

イ～ウ （略） 

（略） 

（３）実施方法 

ア 疑似症定点 

① 疑似症定点として選定された医療機関は、速やかな情報提供を図る

趣旨から、診療時における別に定める届出基準により、直ちに疑似症発

生状況の把握を行うものとする。 

② （２）により選定された定点把握の対象の指定届出機関においては、

別に定める基準に従い、直ちに疑似症発生状況等を記載する。なお、当

該疑似症の届出については、原則として汎用サーベイランスシステム

への入力により実施することとする。 

③ ②の届出に当たっては法施行規則第７条に従い行うものとする。 
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イ 保健所 

① 保健所は、疑似症定点において感染症サーベイランスシステムへの

入力を実施することができない場合は、当該疑似症定点から得られた

疑似症情報を、直ちに、感染症サーベイランスシステムに入力するも

のとし、また、対象疑似症についての集団発生その他特記すべき情報

について都道府県等の本庁及び地方感染症情報センターへ報告する。 

② 保健所は、疑似症の発生状況等を把握し、市町村、指定届出機関、指

定提出機関その他の関係医療機関、医師会、教育委員会等の関係機関

に発生状況等を提供し連携を図る。 

 

イ 保健所 

① 保健所は、疑似症定点において汎用サーベイランスシステムへの入

力を実施することができない場合は、当該疑似症定点から得られた疑

似症情報を、直ちに、汎用サーベイランスシステムに入力するものと

し、また、対象疑似症についての集団発生その他特記すべき情報につい

て都道府県等の本庁及び地方感染症情報センターへ報告する。 

② 保健所は、疑似症の発生状況等を把握し、市町村、指定届出機関、指

定提出機関その他の関係医療機関、医師会、教育委員会等の関係機関に

発生状況等を提供し連携を図る。 

 

ウ 地方感染症情報センター及び基幹地方感染症情報センター 

① 地方感染症情報センターは、当該都道府県等域内の疑似症情報につ

いて、保健所等からの情報の入力済み報告があり次第、登録情報の確

認を行う。 

②～③ （略） 

 

ウ 地方感染症情報センター及び基幹地方感染症情報センター 

① 地方感染症情報センターは、当該都道府県等域内の疑似症情報につ

いて、保健所からの情報の入力済み報告があり次第、登録情報の確認を

行う。 

②～③ （略） 

 

エ 中央感染症情報センター 

    （略） 

 

 

エ 中央感染症情報センター 

    （略） 

 

オ 都道府県等の本庁 

  （略） 

 

オ 都道府県等の本庁 

    （略） 

 

（削除） ６ オンラインシステムによる積極的疫学調査結果の報告の実施方法 

（１）保健所 

鳥インフルエンザ（Ｈ５Ｎ１）に係る積極的疫学調査を実施した保健所

は、別に定める基準に従い、直ちに疑い症例調査支援システムに調査内容

を入力するものとする。 

なお、医療機関より提出される検体等には、疑い症例調査支援システム

が発行する検査依頼票を添付すること。 

 

（削除） （２）地方衛生研究所等 

ア 地方衛生研究所等は、検査依頼票及び検体等が送付された場合に

あっては、当該検体等を別に定める病原体検査要領に基づき検査し、
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その内容を直ちに疑い症例調査支援システムに入力する。 

イ 鳥インフルエンザ（Ｈ５Ｎ１）に係る積極的疫学調査の結果を厚

生労働省に報告する場合にあっては、法施行規則第９条第２項に従

い、検体等を国立感染症研究所に送付する。 

 

（削除） （３）国立感染症研究所 

国立感染症研究所は、地方衛生研究所等から送付された検体等につい

て検査を実施し、その結果を直ちに疑い症例調査支援システムに入力す

る。 

 

６ その他 

（略） 

 

７ その他 

（略） 

 

第６ 費用 

（略） 

 

第６ 費用 

（略） 

 

第７ 実施時期 

この実施要綱は、平成１１年４月１日から施行する。ただし、病原体情報及

び病原体定点に関する項目については、各都道府県等において実施可能となり

次第、実施することとして差し支えない。 

この実施要綱の改正は、平成１４年１１月１日から施行する。 

（中略） 

この実施要綱の一部改正は、令和２年５月２９日から施行する。 

この実施要綱の一部改正は、令和３年２月１３日から施行する。 

この実施要綱の一部改正は、令和４年１０月３１日から施行する。 

 

第７ 実施時期 

この実施要綱は、平成１１年４月１日から施行する。ただし、病原体情報及

び病原体定点に関する項目については、各都道府県等において実施可能となり

次第、実施することとして差し支えない。 

この実施要綱の改正は、平成１４年１１月１日から施行する。 

（中略） 

この実施要綱の一部改正は、令和２年５月２９日から施行する。 

この実施要綱の一部改正は、令和３年２月１３日から施行する。 

 

 


